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令和２年度答申第８０号 

令 和 ３ 年 ３ 月 ４ 日 

 

諮問番号 令和２年度諮問第１０１号（令和３年２月１５日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 特定中国残留邦人等に対する一時金支給申請却下処分に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、厚生労働大臣

（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）に対し、中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律（平成６年法律第３０号。以下「中国残留邦人等自立支援法」とい

う。）１３条３項の規定に基づき、一時金の支給申請（以下「本件申請」とい

う。）をしたところ、処分庁が、審査請求人は同条に規定する特定中国残留邦

人等とは認められないとして、本件申請を却下する処分（以下「本件却下処分」

という。）をしたことから、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事

案である。 

１ 関係する法令等の定め 

⑴ 中国残留邦人等自立支援法は、国は、「中国残留邦人等」のうち、「特

定中国残留邦人等」に対し、一時金を支給すると規定している（１３条３

項）。 
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そして、中国残留邦人等自立支援法は、「中国残留邦人等」とは、①中

国の地域における昭和２０年８月９日以後の混乱等の状況の下で本邦に引

き揚げることなく同年９月２日以前から引き続き中国の地域に居住してい

る者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及

びこれらの者を両親として同月３日以後中国の地域で出生し、引き続き中

国の地域に居住している者等（２条１項１号）をいうほか、②中国の地域

以外の地域において前号に規定する者と同様の事情にあるものとして厚生

労働省令で定める者（同項２号）をいうと規定している。 

上記の「厚生労働省令で定める者」については、中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律施行規則（平成６年厚生省令第６３号。以下「中国残留

邦人等自立支援法施行規則」という。）２条各号が、樺太の地域における

昭和２０年８月９日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく

同年９月２日以前から引き続き樺太の地域に居住している者であって同日

において日本国民として本邦又は樺太に本籍を有していたもの（１号）、 

前号に掲げる者を両親として同月３日以後樺太の地域で出生し、引き続き

樺太の地域に居住している者（２号）等を掲げている。 

  ⑵ 中国残留邦人等自立支援法は、「特定中国残留邦人等」とは、永住帰国し

た中国残留邦人等（明治４４年４月２日以後に生まれた者であって、昭和

３６年４月１日以後に初めて永住帰国し、永住帰国した日から引き続き１

年以上本邦に住所を有する者に限る。）であって、昭和２１年１２月３１

日以前に生まれたもの（同日後に生まれた者であって同日以前に生まれた

永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして「厚生労働省

令で定める者」を含み、６０歳以上の者に限る。）をいうと規定している

（１３条１項、２項）。 

⑶ 上記⑵の「厚生労働省令で定める者」については、中国残留邦人等自立

支援法施行規則１３条の２が、昭和２２年１月１日以後に生まれた永住帰

国した中国残留邦人等（永住帰国した日から引き続き１年以上本邦に住所

を有するものに限る。）であって、その生まれた日以後中国の地域等にお

いてその者の置かれていた事情に鑑み、明治４４年４月２日から昭和２１

年１２月３１日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる

事情にあるものとして「厚生労働大臣が認めるもの」とすると規定してい

る。 
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⑷ 上記⑶の「厚生労働大臣が認めるもの」については、平成２０年５月９

日に厚生労働省社会・援護局が策定した「昭和２２年１月１日以後に生ま

れた永住帰国した中国残留邦人等による「中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律」第１３条第３項の一時金の支給申請に係る事務処理方針」（平

成２７年１月１６日の第３次改正後のもの。以下「本件事務処理方針」と

いう。）が、「昭和２５年以降に出生した者」の場合には、「ソ連参戦以

後の引揚困難事由の影響により、引き続き残留を余儀なくされたものと認

められる者」であることが必要であると定めている。 

 ２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

⑴ 審査請求人の母のＰ（以下「母Ｐ」という。）は、昭和１７年５月１３

日、Ｑ（以下「前夫Ｑ」という。）と婚姻をし、当時の樺太（現在のサハ

リン。以下「樺太」という。）に居住した。母Ｐと前夫Ｑとの間には、昭

和１７年ａ月ｂ日に長女のＲ（以下「前夫との長女Ｒ」という。）が、昭

和１９年ｃ月ｄ日に二女のＳ（以下「前夫との二女Ｓ」という。）が出生

した。 

（就籍許可審判、除籍謄本（筆頭者：Ｑ）） 

⑵ 前夫Ｑは、昭和２０年２月３日、徴兵で樺太を離れ、終戦を迎えた後、

本籍地のＡ地に戻り、母Ｐとは生き別れとなった。 

  なお、前夫との長女Ｒは、昭和２０年９月２０日に死亡した。 

（就籍許可審判、除籍謄本（筆頭者：Ｑ）） 

⑶ 母Ｐは、戦後、樺太で引き続き生活し、Ｔ（本籍不明。以下「父Ｔ」と

いう。）と事実上の婚姻関係となった。母Ｐと父Ｔとの間には、昭和２５

年ｅ月ｆ日に長女Ｕ（以下「長女Ｕ」という。）が、昭和２９年ｇ月ｈ日

に二女のＸ（審査請求人）が、昭和３２年ｉ月ｊ日に三女Ｖ（以下「三女

Ｖ」という。）が出生した。 

  なお、父Ｔと母Ｐは、昭和４３年頃に事実上の婚姻関係を解消した。そ

して、父Ｔは昭和４６年頃に死亡し、母Ｐは昭和５８年６月２５日に樺太

で死亡した。 

（就籍許可審判、全部事項証明（Ｘ）、審査請求人による「樺太に残留した

経緯等がわかる詳細な申立書（平成２７年５月１８日付け）」、審査請求人

による「父母が樺太に残留した経緯等について」と題する書面）） 
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⑷ 前夫との二女Ｓは平成１１年２月８日に、審査請求人は平成１８年６月

３０日に、それぞれ初めて日本に永住帰国した。 

（前夫との二女Ｓに係る「永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書」、 

審査請求人に係る「永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書」） 

⑸ 処分庁は、平成２０年６月２７日付けで、前夫との二女Ｓに対し、中国

残留邦人等自立支援法１３条３項の規定に基づき、一時金を支給する決定

をした。 

 （前夫との二女Ｓに係る「支給決定通知書」） 

⑹ 審査請求人は、平成２７年４月２３日、処分庁に対し、中国残留邦人等

自立支援法１３条３項の規定に基づき、一時金の支給申請（本件申請）を

した。 

 （特定中国残留邦人等に対する一時金申請書） 

⑺ 処分庁は、平成３１年３月１１日付けの却下通知書により、審査請求人

に対し、本件申請を却下する処分（本件却下処分）をした。 

なお、上記却下通知書には、「法（注：中国残留邦人等自立支援法）第

１３条に定める「特定中国残留邦人等」とは認められないため。」との理

由が付されていた。また、上記却下通知書に添付された審査請求人を名宛

人とする書面には、「法（注：中国残留邦人等自立支援法）第１３条第３

項に定める一時金の支給を受けるためには、昭和２５年１月１日以後に出

生した方については、ソ連参戦以後の引揚困難事由（留用、ソ連政府によ

る帰国の不許可など）の影響により、引き続き残留を余儀なくされたもの

と認められなければなりません。あなたは、父：Ｔ様、母：Ｐ様の子とし

て昭和２９年ｇ月ｈ日に樺太等で出生し、両親に養育されていました。あ

なたの両親の残留状況は、ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響により、引

き続き樺太等の地に残留することを余儀なくされたものであったとは認め

られず、よってあなたは、「昭和２１年１２月３１日以前に生まれた永住

帰国した中国残留邦人等に準ずる事情があるもの」とは認められませんの

で却下となったものです。」との記載がされていた。 

（却下通知書） 

⑻ 審査請求人は、令和元年６月１２日に、審査庁に対し、本件却下処分を

不服として本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

⑼ 審査庁は、令和３年２月１５日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却
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すべきであるとして本件諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

  ⑴ 母Ｐは、二度の婚姻からそれぞれ生じた影響により、樺太からの引揚げの

機会を失った。すなわち、最初の婚姻では、母Ｐは、日本軍人であった前

夫Ｑが無事に復員するまでは樺太を離れるべきではないと判断した結果、

引揚げの機会を失った。二度目の婚姻（事実上の婚姻関係）では、母Ｐ

は、アルコール依存症の夫（父Ｔ）からの暴力やどう喝に耐えかねて、引

揚げを断念するに至った。また、母Ｐの引揚げの断念は、引揚げを妨害し

ようとするグループからの圧力を受けた結果であろうと考えられる。この

ような樺太残留邦人が置かれた特別な事情は、「ソ連参戦以後の引揚困難

事由」に当たる。 

⑵ 処分庁は、一時金の支給申請に際し、両親が当時残した日記、手紙等の

資料の提出を求めるが、日本と異なる体制、社会環境の中で生きてきた樺

太残留邦人に対し、上記資料の提出を求めることは、酷である。確かに、

審査請求人は、上記資料を提出することはできないが、だからといって、

事実がなかったとするわけにはいかない。 

⑶ 同じ父母の下に生まれ、同じ環境で育ち、同じように残留を余儀なくさ

れた兄弟姉妹の中で、出生年が違うということだけで、一時金の支給が当

然に認められる者と認められない者という分断が生じている。これは、法

の下の平等に反する。 

⑷ よって、本件却下処分の取消しを求める。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

１ 特定中国残留邦人等の意義について 

  本件事務処理方針は、中国残留邦人等自立支援法施行規則１３条の２に規

定する「厚生労働大臣が認めるもの」に該当する要件として、「昭和２５年

以降に出生した者」については、「ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響によ

り、引き続き残留を余儀なくされたものと認められる者」であることが必要

であると定めている。そして、「ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響により、

引き続き残留を余儀なくされたものと認められる者」とは、ソ連軍が日本人

の本国送還について何らの措置を採らないまま撤退したことによる影響、国

民政府軍又は中国共産党軍による留用による影響、中国の内戦による影響、

集団引揚げ以外の個別引揚げが中国政府による帰国の不許可などにより困難
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であったことによる影響などの下において、これに起因して、本邦に引き揚

げることなく引き続き中国の地域に居住することを余儀なくされた者をいう

ものと解される。 

  なお、ある者が「ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響により、引き続き残

留を余儀なくされたものと認められる者」に該当するか否かを判断する際に

は、当該者を養育していた両親の事情も考慮する。 

２ 審査請求人が特定中国残留邦人等に該当するか否かについて 

⑴ 審査請求人の両親が日本に引き揚げることができなかった事情は「ソ連

参戦以後の引揚困難事由」に当たるとの審査請求人の主張について 

審査請求人は、緊急疎開や前期集団引揚げの際には、前夫Ｑが徴兵のた

め不在となり、母Ｐが前夫Ｑを待っていたため、帰国することができず、

後期集団引揚げの際には、母Ｐが帰国しようとしたが、父Ｔが母Ｐを脅し

て帰国を阻止したため、また、引揚げを妨害しようとするグループがあり、

そのようなグループから圧力を受けたと考えられるため、帰国することが

できなかったと主張している。しかし、上記の事情は、「ソ連参戦以後の

引揚困難事由」に当たらない。その上、審査請求人は、上記の事情を立証

する資料を提出していない。 

また、父Ｔは、未帰還者調査の通信において、同人の一家はソ連政府に

強制されて樺太に居住しているのではなく、日本への帰国の希望はないと

回答しており、同旨の書簡を在ソ連日本国大使館宛てにも送付しているか

ら、父Ｔは、日本への帰国を希望せず、自己の意思で樺太に残留したもの

と認められる。 

さらに、母Ｐは、日本への帰国を希望し、後期集団引揚げの帰国予定者

としてソ連通告の名簿に登載されたが、実際には帰国しておらず、また、

出発の直前に決心を翻し、日本に帰国しなかったとの帰還者からの証言も

あるから、母Ｐについても、ソ連政府による帰国の不許可などの引揚困難

事由による阻害要因はなく、自らの意思で樺太に残留して生活することを

選択したものと認められる。 

加えて、審査請求人は、個別引揚げの際に、必要な書類をそろえること

ができなかった事情や申請手続に行けなかった理由、ソ連国内の移動のた

めの旅費がなかったことなどを主張しているが、これらの事情も、「ソ連

参戦以後の引揚困難事由」に当たらない。 

なお、上記の在ソ連日本国大使館宛ての書簡には、前夫Ｑが母Ｐの帰国



 

7 

 

を待っている旨の記載があり、前夫Ｑが母Ｐに帰国を求めていることが母

Ｐに伝わっていたにもかかわらず、母Ｐは、帰国を希望するとは伝えてお

らず、また、父Ｔとの事実上の婚姻関係の解消後も、帰国していない。 

⑵ 樺太残留邦人に対し日記等の資料の提出を求めることは酷であるとの審

査請求人の主張について 

中国残留邦人等自立支援法施行規則１３条の３第２項６号は、「申請者

（注：一時金の支給を受けようとする者）が昭和２２年１月１日以後に生

まれた者であるときは、申請者が前条に規定する中国残留邦人等に該当す

ることを明らかにすることができる書類」を申請書に添付しなければなら

ないと規定している。一時金の支給は、授益処分であり、一般に、授益処

分については、申請者側に資料の提出義務と立証責任があると解されてい

るから、一時金支給処分の授益処分としての性質からみても、特定中国残

留邦人等の要件に該当する事実を立証するための資料は、受益者である請

求人が提出すべきであり、審査請求人の上記主張は、理由がない。 

⑶ 出生年の違いにより一時金の支給要件が異なることは法の下の平等に反

するとの審査請求人の主張について 

一時金の支給を受けることができるか否かは、中国残留邦人等自立支援

法及び中国残留邦人等自立支援法施行規則並びに本件事務処理方針に基づ

いて判断するものであり、これらの法令等によれば、昭和２４年１２月３

１日までの出生者と昭和２５年１月１日以降の出生者とでは、一時金の支

給要件が異なっている。 

すなわち、昭和２２年１月１日から昭和２４年１２月３１日までに生ま

れた者については、昭和２４年までに大規模な引揚げが実施され、同年１

０月１日に中華人民共和国が成立しているなどの事情に鑑みれば、昭和２

５年以降は、ソ連参戦による混乱等の影響が続いていたとはいえないが、

昭和２４年までの間は、ソ連参戦による混乱等が終息に向かっていたもの

の、その影響がなかったとはいえず、同年以前に生まれた者の中には、ソ

連参戦による混乱等の影響を受け、本邦に引き揚げることができず、引き

続き日本以外の地域に居住することを余儀なくされた者がいる可能性がな

いとはいえないことから、昭和２２年１月１日から昭和２４年１２月３１

日までの間に生まれた者については、一律に一時金の支給対象としたもの

である。 

これに対し、昭和２５年１月１日以降に生まれた者については、同日後
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においても、中国残留邦人等が置かれていた具体的な事情によっては、

「ソ連参戦後の引揚困難事由」の影響の下において、日本に引き揚げるこ

とに困難があって、引き続き日本以外の地域に居住することを余儀なくさ

れたという場合もあったことから、そのような場合には、中国残留邦人等

自立支援法がいう「昭和２１年１２月３１日以前に生まれた永住帰国した

中国残留邦人等に準ずる事情にあるもの」に当たるとして、事案に応じて

保護を与えることとしたものであり、本件事務処理方針が出生年により異

なる審査基準を設けていることには合理性がある。 

⑷ まとめ 

以上によると、審査請求人の両親は、「ソ連参戦以後の引揚困難事由」

の影響により、引き続き樺太に残留を余儀なくされたものとは認められな

いから、両親に養育されていた審査請求人は、特定中国残留邦人等に該当

しない。 

３ したがって、本件却下処分は適法かつ正当であり、本件審査請求は理由が

ないから棄却すべきである。 

なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件審査請求は

理由がないから棄却すべきであるとしている。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によると、本件審査請求から本件諮問に至るまでの各手続に要

した期間は、次のとおりである。 

本件審査請求の受付（審査庁）：令和元年６月１２日 

審理員の指名        ：同年１０月１１日 

（本件審査請求の受付から約４か月） 

審理員意見書の提出     ：令和２年１０月１５日 

本件諮問          ：令和３年２月１５日 

（審理員意見書の提出から約４か月、本件

審査請求の受付から約１年８か月） 

⑵ そうすると、本件審査請求の受付から審理員の指名までに、また、審理

員意見書の提出から本件諮問までに、それぞれ約４か月を要した結果、本

件審査請求の受付から本件諮問までに約１年８か月の期間を要している。

しかし、本件において、上記の各手続にそれぞれ約４か月もの期間を要す

る事情があったとは考えられない。したがって、審理員の指名及び本件諮
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問が速やかにされていたならば、本件審査請求の受付から本件諮問までの

期間は、より短期間で済んだものと考えられる。審査庁においては、審査

請求事件の進行管理の仕方を改善することにより、審査請求事件の手続の

迅速化を図る必要がある。 

⑶ 上記⑵で指摘した点以外では、本件諮問に至るまでの一連の手続に特段

違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件却下処分の違法性又は不当性について 

⑴ 中国残留邦人等自立支援法１３条３項の規定に基づき一時金の支給対象

となる特定中国残留邦人等のうち、昭和２２年１月１日以降に生まれた者

については、その生まれた日以後中国の地域等においてその者が置かれた

事情に鑑み、昭和２１年１２月３１日までに生まれた者に準ずる事情があ

るものとして厚生労働大臣が認める者に限るとされ（同条１項、中国残留

邦人等自立支援法施行規則１３条の２）、これを受けて制定された本件事

務処理方針は、昭和２２年以降に生まれた者のうち、「昭和２５年以降に

出生した者」については、「ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響により、

引き続き残留を余儀なくされたものと認められる者」であることが必要で

あるとしている。そして、「ソ連参戦以後の引揚困難事由」とは、国民政

府軍又は中国共産党軍による留用、中国の内戦、中国政府による帰国の不

許可などをいうものとされている（厚生労働省社会・援護局援護企画課中

国残留邦人等支援室の各都道府県中国残留邦人等支援事業担当者宛ての平

成２７年２月１８日付け事務連絡「「満額の老齢基礎年金等の支給」のた

めの一時金の認定基準の見直しについて」）。 

  なお、審査請求人は、中国残留邦人等自立支援法２条１項１号に規定す

る中国残留邦人ではなく、同項２号に規定する樺太残留邦人であることか

ら、審査庁は、本件で検討すべき「ソ連参戦以後の引揚困難事由の影響」

とは、「ソ連政府による留用、集団引揚げ以外の個別引揚げがソ連政府に

よる帰国の不許可などにより困難であったことによる影響をいう。」とし

ている（弁明書）。 

そうすると、審査請求人は、「昭和２５年以降に出生した者」である

（上記第１の２の⑶）から、本件では、審査請求人が「ソ連参戦以後の引

揚困難事由の影響（ソ連政府による留用、集団引揚げ以外の個別引揚げが

ソ連政府による帰国の不許可などにより困難であったことによる影響）に

より、引き続き残留を余儀なくされたものと認められる者」であるか否か
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が問題となる。 

なお、審査請求人は、当時、父Ｔと母Ｐによって養育監護されていたか

ら、審査請求人について「ソ連参戦以後の引揚困難事由」があったか否か

を判断するには、父Ｔと母Ｐについて「ソ連参戦以後の引揚困難事由」が

あったか否かを検討するのが相当である。 

⑵ 審査請求人の主張と各項末尾掲記の資料によれば、父Ｔと母Ｐが樺太に

残留し、樺太で死亡するまでの経緯は、以下のとおりである。 

 ア 母Ｐは、前夫Ｑが昭和２０年２月３日に徴兵されたため、前夫との長

女Ｒ及び前夫との次女Ｓとともに樺太に残り、戦後も樺太で引き続き生

活していた。 

なお、前夫との長女Ｒは、昭和２０年９月２０日に死亡した。 

（就籍許可審判、除籍謄本（筆頭者：Ｑ）） 

   イ 母Ｐは、その後、父Ｔと事実上の婚姻関係となった。母Ｐと父Ｔとの間

には、昭和２５年ｅ月ｆ日に長女Ｕが、昭和２９年ｇ月ｈ日に二女の審査

請求人が、昭和３２年ｉ月ｊ日に三女Ｖが出生した。 

     審査請求人によると、父Ｔは、元々は漁師であったが、ソ連占領下で

は、漁師のほかに、建築作業員もしていたという。 

（就籍許可審判、全部事項証明（Ｘ）、審査請求人による「樺太に残留し

た経緯等がわかる詳細な申立書（平成２７年５月１８日付け）」、審査請

求人による「父母が樺太に残留した経緯等について」と題する書面） 

ウ 昭和２１年１２月から昭和２４年７月まで行われた樺太からの前期集

団引揚げの際、母Ｐは、日本に帰国しなかった。前夫との二女Ｓ及び審

査請求人によると、母Ｐは、前夫Ｑが必ず迎えに来てくれると信じて、

ひたすら前夫Ｑの帰りを待っていたという。 

（「引揚げと援護３０年の歩み」（厚生省援護局編集）、前夫との二女Ｓ

による「母子が樺太に残留した経緯等について」と題する書面、審査請求

人による「父母が樺太に残留した経緯等について」と題する書面、審査請

求人による「樺太に残留した経緯等がわかる詳細な申立書（平成２７年５

月１８日付け）」） 

エ 昭和３２年８月から昭和３４年９月まで行われた樺太からの後期集団

引揚げの際、母Ｐは、昭和３２年３月２０日にソ連から通告された帰国

希望者名簿に登載され、同年１２月２５日にソ連から通告された帰国予

定者名簿にも前夫との二女Ｓ、長女Ｕ及び審査請求人とともに登載され
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ていたが、母Ｐらは、日本に帰国しなかった。前夫との二女Ｓ及び審査

請求人によると、母Ｐは、引揚げを希望しない父Ｔに止められて、引揚

げを諦め、帰国しなかったという。 

また、引揚者の証言によると、母Ｐと子供全員には帰国が許可された

が、夫（父Ｔ）が帰国を希望しないため、母Ｐと子供全員の帰国は取りや

めになったという。 

（「引揚げと援護３０年の歩み」（厚生省援護局編集）、前夫との二女Ｓ

による「母子が樺太に残留した経緯等について」と題する書面、審査請求

人による「父母が樺太に残留した経緯等について」と題する書面、母Ｐに

係る「在籍未確認者基礎資料」、父Ｔに係る「生存残留者の現（確）認証

明書」（資料提供者：Ｗ）） 

   オ 母Ｐは、昭和３４年４月５日付けの父Ｔの父（Ｙ）宛ての手紙におい

て、「現在の生活を清算して日本の國で暮したい気持ちですがどうも不可

能だと思います。この手紙は主人の知らない手紙ですから次のお便りのさ

いに私が出した事、内密にして頂きたう御座居ます。」と記載している。 

（母ＰのＹ宛ての手紙） 

カ 父Ｔは、昭和３６年１０月１５日付けの厚生省宛ての手紙において、

「小生初め妻子はソ連国より強制で生活又は現住してゐるのではありま

せん。自分々々で願書出して、私はソ連国籍を希望しますと云ふ文面の

お願ひしてソ連国籍にして、一切何の辛労もなく良い生活をして居り、

今回の書面は誠に不可々意であります。小生並に妻はソ連の国籍です。

帰国希望はありませんので、後日は文通下さらぬ様に願います」と記載

し、同日付けの在ソ連日本国大使館宛ての手紙においても、「ソ連にい

る日本人は現在誰１人として日本に帰国希望する人はないと思います。

小生は二度と日本の資本家のドレイ的生活は絶対にしたくないので帰国

はいたしません。」と記載している。 

（父Ｔの厚生省宛ての手紙、父Ｔの在ソ連日本国大使館宛ての手紙） 

キ 父Ｔと母Ｐは、昭和４３年頃に事実上の婚姻関係を解消した。そし

て、父Ｔは昭和４６年頃に死亡し、母Ｐは昭和５８年６月２５日に樺太

で死亡した。 

 （審査請求人による「樺太に残留した経緯等が分かる詳細な申立書（平成

２７年５月１８日付け）」、審査請求人による「父母が樺太に残留した経

緯等について」と題する書面） 
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以上の経緯によると、母Ｐは、終戦直後は、徴兵された前夫Ｑが復員す

るのを待っていて、帰国しなかったこと、父Ｔと事実上の婚姻関係となっ

た後は、帰国を希望しない父Ｔの反対により、帰国しなかったことが認め

られるから、審査請求人の両親が帰国しなかったのは、家庭の事情による

ものであったということができるのであって、父Ｔ及び母Ｐについて、ソ

連政府による留用、ソ連政府による帰国の不許可などによって日本に帰国

することができなかったという事情があったとは認められない。 

そして、一件記録を精査しても、父Ｔ及び母Ｐについて「ソ連参戦以後

の引揚困難事由（ソ連政府による留用、ソ連政府による帰国の不許可な

ど）」があったと認めることができる資料は見当たらない。 

  ⑶ 審査請求人は、樺太残留邦人に対し日記等の資料の提出を求めることは酷

であると主張する。 

中国残留邦人等自立支援法施行規則１３条の３第２項６号は、一時金の

支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は「前条に規定する

中国残留邦人等に該当することを明らかにすることができる書類」を申請

書に添付しなければならないと規定している。一時金の支給は、いわゆる

授益処分であるから、申請者に入手可能な資料の提出義務を課した上記規

定には合理性があるというべきであるし、本件において、処分庁は、審査

請求人が日記等を提出しないことをもって、本件却下処分をしているわけ

ではなく、審査請求人が提出した資料に加えて、自らが保管している資料

についても調査検討をした上で、本件却下処分をしているのであるから、

審査請求人の上記主張は採用することができない。 

また、審査請求人は、出生年の違いにより一時金の支給要件が異なるこ

とは法の下の平等に反するとも主張する。 

中国残留邦人等自立支援法１３条及び中国残留邦人等自立支援法施行規

則１３条の２は、「昭和２１年１２月３１日以前に生まれた者」に対して

は、一律に一時金を支給するとする一方で、「昭和２２年１月１日以降に

生まれた者」に対しては、その生まれた日以後中国の地域又は樺太の地域

等においてその者の置かれた事情に鑑み、「昭和２１年１２月３１日以前

に生まれた者」に準ずる事情があるか否かを個別具体的に判断して、一時

金を支給することとしている。そして、本件事務処理方針が「昭和２２年

１月１日から昭和２４年１２月３１日までに生まれた者」に対しても、一

律に一時金を支給するとする一方で、「昭和２５年１月１日以降に生まれ
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た者」に対しては、「ソ連参戦以後の引揚困難事由」の影響により、引き

続き残留を余儀なくされたか否かを個別具体的に判断することとしている

のは、昭和２４年までは大規模な引揚げが行われ、同年１０月１日に中華

人民共和国が成立したことなどの事情を踏まえると、昭和２４年までは、

昭和２１年までと同様、「ソ連参戦以後の引揚困難事由」による影響がな

お続いていたと推定するのが相当であるが、昭和２５年以降は、そのよう

な推定が働かないことから、「ソ連参戦以後の引揚困難事由」による影響

があるか否かを個別具体的に判断するのが相当であるとされたからである

と考えられる。このように、本件事務処理方針が一律に一時金を支給する

対象を拡大したこと自体は、永住帰国した中国残留邦人等の自立の支援を

目的とする中国残留邦人等自立支援法の趣旨に沿うものと考えられる。し

たがって、出生年の違いにより一時金の支給要件が異なる結果、兄弟姉妹

の中で一時金の支給を受けられる者と受けられない者とが生ずることは、

やむを得ないものといわざるを得ず、このことをもって法の下の平等に反

するということはできないから、審査請求人の上記主張も採用することが

できない。 

⑷ そうすると、父Ｔ及び母Ｐについて「ソ連参戦以後の引揚困難事由」が

あったということはできないから、その養育監護の下にあった審査請求人

についても「ソ連参戦以後の引揚困難事由」があったということはできず、

審査請求人は、中国残留邦人等自立支援法１３条に規定する特定中国残留

邦人等に該当しない。 

したがって、本件却下処分に違法又は不当な点は認められない。 

３ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 

委   員   原           優 

委   員   中 山   ひ と み 

委   員   野 口   貴 公 美 
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